
　平成２９年度の平川市国民健康保険税の税率は次のとおりです。

　国民健康保険税は納期限内に忘れず納めましょう。

平成２９年度国民健康保険税のおしらせ

　国民健康保険税は、世帯の所得額（世帯主および国

保加入者の所得の合計額）に応じて、均等割額（加入

者１人につき課税）と平等割額（１世帯につき課税）

が軽減されます。

　この軽減の基準が次のとおり改正され、５割軽減と

２割軽減の対象世帯が拡大されます。

区　分
軽減対象者の要件（世帯の所得額）

改　正　前 改　正　後

７割軽減 ３３万円以下 ３３万円以下（改正なし）

５割軽減
３３万円＋（被保険者数）
×２６．５万円以下

３３万円＋（被保険者数）
×２７万円以下

２割軽減
３３万円＋（被保険者数）
×４８万円以下

３３万円＋（被保険者数）
×４９万円以下

　税率については、昨年度と同率です。

課税の分類 区　　分 税 率 等

①医療給付費分

所　得　割 ８．２０％

資　産　割 １８．５０％

均　等　割 ２３，８００円

平　等　割 ２７，８００円

課税限度額 ５４０，０００円

②後期高齢者支
援金分

所　得　割 ２．７５％

資　産　割 ７．００％

均　等　割 ６，６００円

平　等　割 １０，０００円

課税限度額 １９０，０００円

③介護納付金分

所　得　割 ２．６０％

資　産　割 ５．７０％

均　等　割 ９，０００円

平　等　割 ８，４００円

課税限度額 １６０，０００円

問合せ：国保年金課　国保係　☎４４‐１１１１（内線１２５１・１２５２・１２５７）

地区名 開催場所 開催日
唐竹 唐竹多目的集会所 ６月２２日㈭

新館・向野 新館集落センター ６月２９日㈭

広船 広船地区構造改善センター ７月６日㈭

新屋 新屋多目的集会所 ７月２０日㈭

尾崎 尾崎多目的研修集会施設 ７月２７日㈭

今後のまちづくり懇談会の日程

※開催時間は１８時３０分から２０時までの予定です。
※都合により開催場所、開催日などが変更となる場合が
あります。

　皆さまがお住まいの地域に市長が出向き、意見を伺う
「まちづくり懇談会」を次の日程で開催します。ぜひ、
ご近所お誘いあわせの上ご来場ください。

情報公開・個人情報保護制度の
開示状況公表

◆これまでのまちづくり懇談会の内容については、
市役所本庁舎および尾上・碇ヶ関総合支所、葛川
支所でご覧になることができるほか、市ホーム
ページで公開しています。

○情報公開制度

　請求に応じて市が保有している情報を公開するもの
です。
平成２８年度の開示状況
▷開示請求件数…５件（うち部分開示５件）
▷開示決定等に対する不服申立て件数…０件
○個人情報保護制度

　市が保有している個人情報全般についての基本的な
ルールを定めるとともに、本人からの請求により自己
に関する情報の開示や訂正などを求めることができる
ものです。
平成２８年度の開示状況
▷書面による開示請求件数…０件
▷口頭による開示請求件数…６件

ご不明な点などありましたら、

担当までお問い合わせください。

◆平成２９年度国民健康保険税の税率 ◆国民健康保険税の軽減対象の拡大

問合せ：総務課　行政係
☎４４‐１１１１（内線１３４２）

問合せ：総務課　広報広聴係
☎４４‐１１１１（内線１３５３）
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